
  

 

伊丹市告示第６４号 

一般廃棄物処理計画について 

令和８年度一般廃棄物の処理計画を下記のとおり定めたので，伊丹市廃棄物の処

理および清掃に関する条例（平成４年伊丹市条例第 ３３号）第８条の規定により告示

する。 

 

令和８年４月１日  

                          

                 伊丹市長  中 田  慎 也 

 

一般廃棄物の処理計画書 

 

１ 基本方針 

一般廃棄物の処理は，次の事項を基本として行う。  

（１）発生抑制及び分別の徹底による中間処理施設への搬入量の削減  

（２）ごみの適正処理の推進  

（３）環境美化の推進及び不法投棄の一掃  

（４）し尿及び浄化槽汚泥の衛生的な処理  

 

２ 計画区域 

伊丹市全域     

人口 ２００ ,１１２人（伊丹創生人口ビジョン令和８年度推計） 

 

３ 計画期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

４ 一般廃棄物の基本的事項  

 １）ごみ 

（１）収集方法及び収集主体  

 

①家庭から排出されるごみ  

区分 収集方式 収集回数 収集主体  

可燃ごみ 
ステーション 

コンテナ 

週２回 

概ね週１回 
委託 

不燃ごみ 
ステーション 

コンテナ 

週１回 

概ね週１回 
委託 

（危険物・電池類・中身

の入ったスプレー缶等） 
拠点 

週１回 直営 

（水銀使用廃製品） 
拠点 

回収ボックス 

臨時ごみ 戸別 随時 許可 

粗大ごみ 戸別 定日 委託 

 

②家庭から排出される資源物  

区分 収集方式 収集回数 収集主体  

びん ステーション 週１回 委託 

ペットボトル ステーション 週１回 委託 

プラスチック製 

容器包装 
ステーション 週１回 委託 

空き缶 
ステーション 

回収ボックス 

週１回 

不定期 

資源回収業者 

直営 

（中身の入ったカセット

ボンベ） 
拠点 週１回 直営 

新聞 

ステーション 週１回 資源回収業者 

雑誌・雑多な紙 

ダンボール 

紙パック 

古着類 

廃食用油 拠点 週１回 直営 

資源集団回収 拠点 概ね月１回 資源回収業者 

 

 



  

 

 

 

③その他 

 

 

（２）委託業者及び一般廃棄物収集運搬業者            （順不同）   

委託業者名  一般廃棄物収集運搬業者（許可業者）名  

・伊丹市環境事業協同組合 ・株式会社 大協 

・エアーポート企業 株式会社 

・株式会社 関西衛生工業所 

・泉興業 株式会社 

・株式会社 東洋工業所 

・鍵本産業 株式会社 

・株式会社 ヤマサ環境エンジニアリング 

・株式会社 美濃ラボ 

・株式会社 猪名川動物霊園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 収集方式 収集回数 収集主体  

特定家庭用機器 ― ― 小売店 

指定再資源化製品 

（廃パソコンのみ） 
― ― 製造業者 

使用済小型家電 
拠点 

回収ボックス 
週１回 直営 

死獣 戸別 随時 委託・自己 

実験動物 戸別 随時 許可 

適正処理困難物 
戸別 

ステーション 
随時 

許可・委託 

直営 

事業系ごみ ― ― 許可・自己 

自己搬入 豊中市伊丹市クリーンランドへ持込み 



  

 

 

（３）処理処分方法及び計画量                 （単位：㌧）  

区分 受入施設 処理処分方法 計画収集量 

可燃ごみ 
豊中市伊丹市クリーン

ランド 
焼却後埋立 ２５，００８ 

不燃ごみ 
豊中伊丹スリーＲ・セ

ンター 

選別・破砕後、 

資源化及び埋立 
３，０２２ 

臨時・粗大可燃ごみ 
豊中市伊丹市クリーン

ランド 
破砕・焼却後埋立 １１７ 

臨時・粗大不燃ごみ 
豊中伊丹スリーＲ・セ

ンター 

選別・破砕後、 

資源化及び埋立 
３３ 

びん 豊中伊丹スリーＲ・セ

ンター 
選別・保管し 

資源化業者へ 

９５８ 

プラスチック製容器包装 １，２３３ 

ペットボトル 

豊中伊丹スリーＲ・セ

ンター 

再生事業者施設 

３３２ 

空き缶 

再生事業者施設 資源化 

６９ 

新聞 １，０４６ 

雑誌・雑多な紙 ６１１ 

ダンボール ７４４ 

紙パック １ 

古着類 ３１１ 

廃食用油 ２０ 

剪定枝葉堆肥化 堆肥化施設 熟成・配布 ７６ 

資源集団回収 

再生事業者施設 資源化 

５，２１５ 

特定家庭用機器 ４ 

指定再資源化製品 

（廃パソコンのみ） 
－ 

水銀使用廃製品 民間施設 － 

使用済小型家電 再生事業者施設 資源化 － 

死獣 市営斎場 
火葬 

－ 

実験動物 民間施設 － 

適正処理困難物 
豊中伊丹スリーＲ・セ

ンター 
処理委託 － 

  可燃ごみ計  ４４，５８７ 

不燃ごみ計  ４，８１３ 

※資源ごみ計  ５，４０５ 

※合計  ５４，８０５ 

  ※資源集団回収分を除く。  



  

 

 

２）し尿及び浄化槽汚泥  

（１）収集・運搬 

一般廃棄物のうち，し尿の収集・運搬は委託業者が行い，浄化槽汚泥の収

集・運搬は許可業者（一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業）が行う。  

①伊丹市の委託業者及び一般廃棄物収集運搬業者        （順不同）  

委託業者名  一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業者名（許可業者）  

・伊丹市環境事業協同組合 ・株式会社 関西衛生工業所 

・株式会社 東洋工業所 

・泉興業 株式会社 

 

②豊中市の委託業者及び一般廃棄物収集運搬業者        （順不同）  

委託業者名 一般廃棄物収集運搬業（許可業者）※  

・豊中環境整備 株式会社 ・株式会社 セツリョウ 

・泉興業 株式会社 

・エスク 株式会社 

・出口興産 株式会社 

・有限会社 永田清掃 

・ミザック 株式会社 

・柿本工業 株式会社 

  ※ただし、豊中市内から発生する浄化槽汚泥およびし尿を含むビルピット汚泥の運搬に限る。 

 

③収集区分 

区分 委託業者 許可業者 

収集対象 し尿 浄化槽汚泥 

収集区域 市内全域 市内全域 

収集回数 概ね月２回 随時 

収集方法 各戸収集 各戸収集 

ただし，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第１項の規定に基づき公

共下水道の供用開始を公示した区域内で，同法第１１条の３第１項に基づき水洗

便所への改造を義務付けられている家屋で水洗便所に改造していない家屋につい

ての収集回数は，概ね月１回とする。  

なお，同法第１１条の３第３項ただし書に該当する場合は，この限りでない。  

 

 

 

 

 



  

 

 

（２）計画収集世帯数（し尿）   （単位：世帯・人） 

 世帯数 人口 

伊丹市（人数制） ３５ ４９ 

伊丹市（従量制） ２１ ― 

豊中市 １７ ２７ 

 

（３）浄化槽設置基数         （単位：基・人） 

 基数 人口 

伊丹市 ９１ ９８７ 

豊中市 １０ ３７３ 

 

（４）収集量                  （単位：㎘） 

区分 し尿 浄化槽汚泥 

伊丹市 
委託業者 ２６７ － 

許可業者 － ２９６ 

豊中市 
委託業者 ２３８ － 

許可業者 － １６１ 

 

（５）処分 

一般廃棄物のうち，市が処分するし尿及び浄化槽汚泥は，市内から排出され

たもの及び豊中市からの委託分とする。 

 

①処分量                        （単位：㎘） 

区分 
収集搬入 

し尿 浄化槽汚泥 

伊丹市 
委託業者 ２６７ － 

許可業者 － ２９６ 

豊中市 
委託業者 ２３８ － 

許可業者 － １６１ 

合計 ５０５ ４５７ 

 

②処分方法 

収集搬入された一般廃棄物のうち，し尿及び浄化槽汚泥は，伊丹市環境クリ

ーンセンター内の伊丹市し尿公共下水道放流施設（以下「施設」という。）によ

りスクリーン等で夾雑物を除去した後，希釈して公共下水道へ放流する。また，

施設において発生するし渣については，豊中市伊丹市クリーンランドにおいて

焼却処分する。 

 

 


